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 25 共同住宅    26 ⼾別住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

 
 

 
 

 

  

パイプシャフト内の配管プラグのシールテープの巻き⽅
不良による気密性不良。 

 

 

 

 

 

 

 

 

検針時に新築間もない集合住宅の「流量検知式切替型漏え
い検知装置」で「Ｂ表⽰」を確認した。露出の配管を検知液で
漏えい試験をしたが漏れ箇所を発⾒できなかった。新設時の検
査後間もないこともあり、配管が埋設されている地盤が沈ん
でいたので埋設配管からのガス漏れと判断したが、再度配
管の露出部を検査したところ、パイプシャフト内配管プラグ部
からの漏れを発⾒した。シールテープを巻き直して漏えい
を⽌めた。 

⾃動⾞をガレージ奥に設置してあるメーター取付配管に
ぶつけ、メーターガス栓取付部が折れたことによるガス漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

消費者から、⾞をガレージ奥に設置してあるメーターにぶ
つけたため、メーター⽴上げ管がゆがみ、そこからガス臭が
するとの通報があり、消費者にメーターガス栓を閉⽌しても
らった。現場に到着し調査した結果、メーターガス栓出⼝の配
管が損傷を受け、ガスが漏れていた。消費者には、メーター
の位置を安全な場所に変更するよう依頼し、販売事業者に
は、発⽣状況などを報告した。 

 

  

ガス供給を⼀時停⽌した。 
原因が、配管施⼯業者の施⼯ミスと判明したので厳重

注意した。 

・折損した配管を修理後、漏れのないことを確認し供給を
再開した。 

・⾞⽌め設置の依頼を消費者に⾏い改善した。 

 
 

  

供給開始時の漏えい試験で発⾒できなかったことは、
漏えい試験が不適切であったと⾔わざるを得ない。 

・販売事業者は、設備⼯事検収時配管図⾯と共に「気密試
験結果」を書類として受取り、ガス供給前にその気密性を
確認すべきである。 

・配管施⼯業者が「気密試験」を⾏って記録をとっていたの
か疑問である。 

本件は緊急時連絡により適切な事故防⽌ができた事例
である。容器及びメーターの設置は⾞両等による損傷を受
けない場所にする必要がある。 

 

 
 

 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 
  

 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

供給管・配管 供給管・配管 

緊急時対応   供給開始時点検・調査  緊急時連絡 緊急時対応 
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 1 共同住宅を除く規則８６条施設    2 ⼾別住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

 
 

 
 

  

ガスメーターの能⼒選定ミスによるガス遮断。 

 
 

 
 
 
 
 

 

メーターを交換後、消費者からガスが出ないとの通報を受
け出動したところ、ＳＢメータが合計・増加流量遮断 

（Ｃ表⽰）で遮断していた。メーター交換前は５m3/hのメ
ーターであったが、今回４m3/hのメーターを取り付けたた
め合計流量オーバーで遮断した。 

集中監視センターの説明不⾜により、消費者が⾵呂を
覗かれているのではと勘違いし警察へ通報。 

 

 

 

 

 

 

 

消費者宅から使⽤時間遮断予告情報が集中監視センタ
ーに⼊ったので、集中監視センターである旨を伝えないで
ガスの使⽤状況（お⾵呂に⼊っておられませんか︖）を確
認したため、消費者が⾵呂に⼊っていたのを覗かれたと勘違
いし、警察へ通報した。警察から問い合わせがあり、集中監視セ
ンターと緊急時連絡の説明を⾏い誤解を解いた。 

 
 

 
  

直ちに６m3/hのメーターに交換した。 集中監視システムの説明及び予告・遮断時には集中監視セ
ンターから電話で連絡する旨を集中監視を⾏う保安機関か
ら消費者へ説明するように依頼した。 

 

  

メーター交換に際し、メーターの能⼒を変更する場合、使
⽤している燃焼器を再度確認しなければならない。また、同様
に燃焼器の増設や交換・撤去の場合は、メーターの能⼒を
その都度確認しなければならない。 

集中監視センターの担当者に対する対話・対応⽅法等
の教育訓練を的確に⾏う必要がある。 

販売事業者はマイコンメータの機能を含め集中監視シス
テムを設置したとき、その機能を⼗分に消費者に周知する必
要がある。 

 

 
 

 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 

  
 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

ガスメーター ガスメーター 

緊急時連絡 緊急時対応 緊急時連絡 周 知 
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 3 ⼾別住宅     4 共同住宅を除く規則８６条施設 

発⽣状況及び保安機関の対応 
発⽣状況及び保安機関の対応 

緊急時連絡 周 知 

 
 

 

 

  

集中監視センターの遮断メーター復帰⽅法の説明不⾜。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーターが遮断したため消費者に連絡し、メーターの遮
断弁開スイッチ（復帰ボタン）の操作をお願いした。消費者
は遮断弁開スイッチを取り付けているネジをドライバーで外
そうとしていたので、弁開スイッチの蓋は⼿で回すことで外れ
ることを説明し、操作をしてもらった。 

メーター取付位置が悪く容器交換時に容器がメーター
に接触してメーターが遮断。 

 

 

 

 

 

 

 
 

容器交換後、容器交換時等供給設備点検で異常がないこ
とを確認したので、⾞に戻ろうとして何気なくメーターをみる
と感震器作動遮断を表⽰していた。メーター取付位置が低
く、⾒逃すところであった。直ちにガス栓類をすべて閉⽌し
てもらい、メーターを復帰した。 

 

 

  
保安機関に消費者へのメーターの弁開⽅法の説明の仕

⽅を改善するよう要請した。 

メーターの取付位置を改善した。 

 

  

消費者はＬＰガスの特徴や設備に対する知識がないもの
としての対応が必要である。専⾨⽤語をできるだけ使⽤し
ないでの会話が⼤切である。 

販売事業者も保安機関へまかせるのではなく、消費者と
接触するいろいろな機会を利⽤して、復帰⽅法についての
周知や実地に操作説明を⾏う必要がある。 

容器交換時等供給設備点検で異常がないことを確認
した後に、偶然メーター異常表⽰を⾒つけている。点検項⽬で
はないがガスメーターの異常表⽰の有無を確実に確認す
るようにすべきである。 

メーターに限らず、配管にぶつかった場合でも振動で
メーターが遮断することを注意する必要がある。 

・容器交換時はメーターや配管にぶつけないように注意
して容器を交換すること。 

・メーター及び配管にぶつけた場合は必ずメーターの異常
表⽰を確認すること。 

 
 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 

  

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

ガスメーター ガスメーター 

   容器交換時等供給設備点検 
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 1 その他     2 共同住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

周 知 

 
 

 
 

 

  

末端ガス栓のつまみ回転部からのガス漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の事務所に出勤してきた社員から事務所内がガス臭
いとの通報を受け、容器バルブの閉⽌及び⽕気使⽤禁⽌など
を依頼したのち出動した。現場到着後安全を確認し、漏えい
試験等を実施して、漏えい箇所を特定した。 

原因は⼩型湯沸器の末端ガス栓つまみ回転部のパッキンの
ねじれによるもので、ガス栓本体からのガス漏えいであ
った。 

ヒューズガス栓つまみ部からのガス漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アパートの⼊居者から「数か⽉前からガス臭く、先ほどこ
んろに点⽕したら⼩爆発した」と⼤家に通報があり、⼤家から
の連絡で緊急出動した。現場の室内を換気し、メーターガ
ス栓を閉じて検知液で調査するとヒューズガス栓つまみ
部で反応があった。ヒューズガス栓を取替え後、⾃記圧⼒計で
検査し、安全を確認した。 

 

  
末端ガス栓を交換した。 翌⽇、他全室のヒューズガス栓の取替えを指⽰し、交換し

た。 

 

  

⼀般にガス漏れというと、配管・燃焼器との接続具等の
接続不良、劣化⼜は腐⾷に注意がいってしまうが、ガス栓及
び燃焼器などに使⽤されているパッキン等消耗品の劣化
などに伴う漏れもある。定期消費設備調査ではガス栓のガス
漏れについても、ガス検知器による確認が必要である。 

共同住宅などは同⼀時期に同⼀機器を設置していること
が多いので、１箇所で異常が発⽣している場合は他の消費者
宅でも同様のことが発⽣する可能性がある。共同住宅の定
期消費設備調査ではこのような点も考慮して調査する必
要がある。また、アパートの⼊居者は数か⽉前からガス臭い
と認識していながら、異常通報を販売事業者等に連絡しなか
ったことは、周知が消費者に徹底されていなかったと思われ、
周知の重要性を認識する⼀例といえる。また、ガス栓の維持管
理と交換期限管理を徹底しなければならない。 

 
 
 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 

  

 

 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

末端ガス栓 末端ガス栓 

緊急時連絡 緊急時対応 

  定期消費設備調査  

緊急時連絡 緊急時対応 

  定期消費設備調査  
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 3 ⼾別住宅    
発⽣箇所及び原因 

発⽣状況及び保安機関の対応 

販売事業者の対応 

当該事象に伴う措置･対応等 

周 知 

 
 

 

燃焼器に接続されていない予備ガス栓の誤操作による
ガス漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

消費者から台所付近でガス臭がするとの通報で、消費者
に容器バルブ⼜はメーターガス栓を閉⽌するように依頼した
後に出動した。調査の結果、⼆⼝ガス栓の予備側ガス栓のゴ
ムキャップ（保護キャップ）からの微少なガス漏えいを認め
た。原因は、以前は炊飯器に使⽤していた予備側ガス栓を誤
開放して、ゴムキャップ（保護キャップ）のみでガスを⽌めて
いたためであった。 

消費者に状況・原因を説明して、販売事業者にこの旨を
連絡した。 

 

消費者に事情を説明し、誤操作防⽌のため⼆⼝ガス栓
を⼀⼝ガス栓に変更した。 

 

ゴムキャップ（保護キャップ）が施されたガス栓を誤開放
しても⼤量にガスが漏れないので、消費者は気付かないこ
とがある。したがって消費者に対してガス栓の取扱い上の注
意について周知しなければならない。 

（⼀財）⽇本エルピーガス機器検査協会の合格証票のあ
るゴムキャップ以外のものには、シール性のないものがあ
るので、微少なガスが漏れること等があり、注意が必要であ
る。 

 

 

■ 関連する保安業務区分 

 

 

 

末端ガス栓 

緊急時連絡 緊急時対応 

  定期消費設備調査  
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 1 テナント・ビル    2 ⼾別住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 

販売事業者の対応 

発⽣状況及び保安機関の対応 

販売事業者の対応 

 
 

 
 

  

ＧＨＰ室外機に⾦属フレキシブルホースを使⽤したこと
による微少ガス漏えい。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

容器交換時にメーターを⾒たところ、Ｂ表⽰（流量式微少
漏えい警告）が出ていた。直ちに販売事業者に連絡した。 

 
 
 

供給管を点検したところ、ＧＨＰ室外機が⾦属フレキシ
ブルホースで接続され、中間にひび割れが⽣じ、ガスが漏
えいしていた。少量ながらも30⽇間以上も漏えいしてい
たものと推測され、屋上設置で発⾒されにくい状況であっ
た。全て、⾦属フレキシブルホースで接続されていたので継
⼿⾦具付低圧ホースに交換した。 

末端ガス栓の接続に使⽤していた⾦属フレキシブルホ
ースの継⼿部の締め付けが不⾜しており、微少漏えいが発
⽣していた  

 
 
 
 
 
 
 

 

メーター検針者から販売事業者に、ＢＲ表⽰（圧⼒式微少
漏えい警告）が出ているとの連絡を受けて出動した。機械
式⾃記圧⼒計で漏えい試験を⾏ったが、圧⼒の変化は認め
られなかった。念のためにガス検知器で消費側配管を試験し
たところ、末端ガス栓と給湯器を結ぶ⾦属フレキシブルホー
スの継⼿部から、微少の漏れを検知した。⾦属フレキシブル
ホースの継⼿部の増し締めを⾏った後、ガス検知器により
漏れのないことを確認した。 

 

接続部の増し締めにより漏れは⽌まったが、再発の可能
性を考慮して⾦属フレキシブルホースを新品と取り替えた。 

 

  

・検針時にメーター表⽰の有無を確認すること。 
・ＧＨＰの起動時及び運転時において、ＧＨＰ⾃体の固有な

振動により、短期間で⾦属疲労破断に⾄る場合がある。⻘本
ではＧＨＰの接続管は、⾦属フレキシブルホースを使⽤し
ないこととしている。販売事業者は設備⼯事事業者に⼯事
を依頼する場合には、使⽤する配管材料が適正なものであ
るかの確認をすること。 

微少漏えいを機械式⾃記圧⼒計で発⾒するのが難しい
ケースもある。定期消費設備調査等で機械式⾃記圧⼒計
による漏えい試験を⾏う場合には、接続部等はさらにガス
検知器による調査をすることが望ましい。 

 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 

  

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

ホース ホース 

緊急時連絡   供給開始時点検・調査  

緊急時対応   定期消費設備調査  

緊急時対応   定期消費設備調査  
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 3 ⼾別住宅     4 共同住宅を除く規則８６条施設  
 

 
 

  

給湯器と末端ガス栓の接続に使⽤していた⾦属フレキ
シブルホースの継⼿部分から、微少漏えいが発⽣していた。以
前、⾦属フレキシブルホースを取り替えたことがあったが接続
⾦具はそのまま使⽤しており、接触⾯が微妙にずれていた
ものと思われる。 

 ガステーブルと末端ガス栓の接続に使⽤していた⾦属
フレキシブルホースの⽼朽化とガステーブルを移動した際
に、⾦属フレキシブルホースを無理⽮理引っ張り余裕が無
くなり⻲裂が起こり微少漏えいが発⽣。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

消費設備の調査を実施し、⾃記圧⼒計で配管と燃焼器の
漏えい試験を実施したところ、５分間で0.2kPaの圧⼒降
下があった。各部をガス検知器と漏えい検知液で調べたとこ
ろ、給湯器の⾦属フレキシブルホース接続部分で漏れを⾒
つけた。 

⾦属フレキシブルホースの接続部分を外してみたところ、
⾦属フレキシブルホースと接続⾦具のメーカーが異なる
ものを使⽤しており、接触⾯のあたりが微妙にずれていたこ
とが判り、⾦属フレキシブルホースを交換した。 

消費者から「厨房がガス臭い」と連絡があり、現場に急⾏し
た。⾃記圧⼒計で調査すると⽬に⾒えて圧⼒が下がり、ガス
漏れを確認した。各所調査していくとガステーブルの末端ガ
ス栓以降の漏れだということが判った。⾦属フレキシブル
ホースによって接続されていたので、まず⾦属フレキシブルホ
ースを交換し、調査したところ漏れはなかった。交換した⾦
属フレキシブルホースをよく調べたところ１cmくらいの裂け
⽬があった。 

 

  

⾦属フレキシブルホースとの接続では、この例によるほか、不
適切なねじによる接合もあるので注意すること。 

接続具は余裕のあるものを使⽤すること。移動される
可能性のある燃焼器と接続具は、継⼿⾦具付低圧ホース⼜
は両端迅速継⼿付燃焼器⽤ホースを使⽤し、⾦属フレキシ
ブルホースを使⽤してはならない。 

 
 
 

 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分  

 

 

 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

ホース ホース 

  定期消費設備調査  緊急時連絡   定期消費設備調査  

緊急時対応   供給開始時点検・調査  
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 1 共同住宅を除く規則８６条施設  2 ⼾別住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

 
 

 
 

 

  

ガス漏れ警報遮断装置を設置している業務⽤厨房の業
務⽤こんろの器具栓の誤開放により、警報器鳴動とともに
メーター遮断した。 

 

 

 
 
 

 

ガスの臭いはなく、ガスを使⽤していないのに警報器が鳴
ったと、消費者から連絡があり出動した。警報器がメーター
連動されていてメーター遮断されていた。容器バルブを閉
め調査したところ、業務⽤こんろのつまみが少し「開」の⽅
向に動いており、ガスが漏れていた。 

天ぷら油を⽕にかけたまま５〜６分台所を離れた間に
油から出⽕。 

 

 

 

 

 

 

集中監視システムによる圧⼒低下遮断情報が集中監視セ
ンターに⼊り、センターからの通報により販売事業者が緊急
出動。消費者が出⽕後すぐに気付いて⽕を消したものの、換気扇、
末端ガス栓、こんろ等は使⽤不能の状態であった。 

 
 

  
消費者に対して器具栓・ガス栓の誤開放、不⼗分な閉栓

による事故例の説明をした。 

末端ガス栓の復旧⼯事を⾏い、消費者に過熱防⽌装置付
きのこんろの説明をして交換していただいた。 

 

  

ガス漏れの原因を１箇所と特定しているが、他にガス漏れの箇
所がないか、滞留しているガスがないかを⾃記圧⼒計、ガス
検知器で調査したうえで最終点⽕確認を終了して完了とす
べきである。 

業務⽤の厨房機器には、安全装置のついていないものが
多くある。使⽤上の注意事項を⼗分周知する必要がある。⼤
規模な料理飲⾷店では、使⽤者に「ＬＰガス保安連絡担当
者」を決めていただき定期的に保安に対する周知を⾏わな
ければならない。 

燃焼器を使⽤している時は、その場を離れないよう周知
すること。また、ＳＩセンサーコンロ等安全性の⾼いガス機器の
設置を推進すること。 

 

 
 
 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 

  
 
 
 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

こんろ こんろ 

緊急時連絡 緊急時対応 周 知 緊急時連絡 緊急時対応 周 知 
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 3 ⼾別住宅     4 ⼾別住宅     
 

 
 

 

  

⾼齢者の消費者がこんろで湯を沸かしていたが、⽕を消し忘
れて外出、集中監視システムにより遮断情報が⼊った。 

こんろのつまみが半開状態のまま消費者が１時間程度外
出し、帰宅したらガス警報器が鳴っていた。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

発⽣状況及び保安機関の対応 

集中監視センターでは継続使⽤時間の５分前に予告が
⼊り、電話により確認しようとしたが不在の様⼦で応答がな
く、その後遮断が確認され販売事業者に連絡した。販売事業
者が客先に出向いたが不在のため容器バルブを閉⽌して
閉栓した旨のメモを置き帰社。⼣⽅連絡があったので点検
し開栓した。 

発⽣状況及び保安機関の対応 

こんろ（⽴消え安全装置が付いていないもの）のつまみ
が半開きになっており、消費者が１時間程度家を空け帰宅
したら警報器が鳴っていた。こんろのつまみが開いている
のがわかり、⽌めた後、販売事業者に通報した。販売事業者は、
⽕気の使⽤を禁じ、直ちに出動してガスの滞留がないことを
確認した。 

 

 

⽴消え安全装置付きの燃焼器への交換を消費者に勧めた。 

 
 

  

特に⾼齢者に対する周知は集⾦時、検針時等の機会を
とらえて極⼒多く⾏うことが望ましい。 

・⽴消え安全装置付きの燃焼器へ買い替えていただくこと。そ
れまでは、使⽤上の注意事項についてしっかり説明する
こと。 

・漏れの連絡を受けた場合は、⽕気の使⽤を禁じるととも
に、窓を開放し、電気製品には⼀切⼿を触れないよう指⽰す
ること。 

 
 
 
 
 

 

■ 関連する保安業務区分 
緊急時連絡 緊急時対応 周 知 

■ 関連する保安業務区分 
緊急時連絡 緊急時対応 周 知 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

こんろ こんろ 
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 1 ⼾別住宅     2 ⼾別住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

周 知 

 
 

 
 

 

  

ＣＦ式湯沸器の排気筒の⼝径を⼩さくしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

定期消費設備調査でＣＦ式湯沸器の排気筒を調査した
ところ、排気筒の⼝径が⼩さくなっていることを発⾒し、ＣＯ濃
度を測定したところ500ppm発⽣していた。消費者に対
し、ＣＯが発⽣しており、危険な状態であることを説明し湯沸
器の使⽤禁⽌を通知し、その旨を販売事業者に連絡した。 

出窓の下部に設置した給湯器の排気により、建物の⽊質
部で炭化している部分を発⾒した。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

他販売事業者から移動してきた消費者の供給開始時点
検・調査時に給湯器が設置されている出窓の⽊質部の⼀
部が炭化しているのを発⾒した。消費者に説明をし、給湯器の
設置位置の変更の承諾を得て、変更⼯事終了まで給湯器の
使⽤禁⽌をお願いした。以上の措置を販売事業者に連絡し
た。 

 

 

  
消費者にＣＯ中毒の危険性を説明し、ＦＦ式給湯器への

交換を⾏った。 

給湯器の設置場所を基準に合うよう変更した。 

 
 

  

ＣＦ式燃焼器の排気筒について 
・材質は、ＳＵＳ304と同等以上の耐⾷性を有する⾦属そ

の他の不燃材であること。 

・逆⾵⽌めは近接して同⼀室内に設置されていること。 
・有効断⾯積は燃焼器の排気筒より⼩さくないこと。 
・先端は屋外にでていること。 
が調査項⽬として定められており、確実に判定することが
できるよう保安業務実施者に教育する必要がある。 

・⽊質部での低温炭化は燃焼器との距離が短いと発⽣する。 
・ガス機器と建築物の壁との離隔距離が決められている

ので基準を⿊本等で確認すること。 

 
 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 

  

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

湯沸器 湯沸器 

  定期消費設備調査  

  供給開始時点検・調査  

  供給開始時点検・調査  消 防 法 
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 1 共同住宅     2 ⼾別住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

 
 

 
 

 

  

⽼朽化したふろがまを使⽤していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期消費設備調査時に、点⽕しにくいとのことで調査し
てみると、20年以上使⽤している安全装置の付いていない
ふろがまであった。燃焼状態が悪く、かまの中での⼩爆発に
よる膨らみもあった。 

消費者に安全装置の付いていないふろがまであるので、
安全装置付きのものに交換するよう説明をした。 

ふろがまの種⽕を⻑時間消し忘れていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

検針時にガスメーターを確認したら、メーターが回って
おり消費者に確認したところふろがまの種⽕のつけ放しを
発⾒した。消費者に説明すると共に事務所へ連絡した。 

 
  

消費者に説明を⾏い、不完全燃焼防⽌装置付きのふろが
まに交換した。 

消費者に器具の使⽤⽅法及びふろがまの種⽕の消し忘
れのないよう周知した。 

 

  

不完全燃焼防⽌装置の付いていない燃焼器はもちろん、
⽼朽化した燃焼器は、定期消費設備調査時に燃焼試験を実施
し、燃焼状態の悪い燃焼器については交換を勧めることが
必要です。 

不完全燃焼防⽌装置の付いていない燃焼器⼜は開放式
の湯沸器を設置している消費者への周知は１年に１回以上実
施すること。 

 
 
 

 
■ 関連する保安業務区分 

 消費者の使⽤⽅法及び燃焼器の型式により、種⽕がつけ
放しにされるのがやむを得ない場合もあるが、⼀般的には、以
下の対応等が求められます。 

・検針時などに種⽕のつけ放しに注意する。 
・ガスを使⽤しないときは、安全のため必ず種⽕を消すよ

うに消費者に使⽤上の周知を⾏うとともに、種⽕の不要
な器具への交換を勧める。 

・種⽕を消すことが不可能な場合は、Ｓ型保安ガスメータ 
（マイコンメータＳ）などに⼝⽕登録を⾏い、微少漏えい
と区別できるようにする。ただし、⼝⽕登録を⾏えば、Ｓ型保
安ガスメータ（マイコンメータＳ）などの圧⼒式微少漏
えい警告機能は停⽌するので注意のこと。 

 

■ 関連する保安業務区分 

  
 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

ふろがま ふろがま 

  定期消費設備調査  周 知 周 知 
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 1 共同住宅を除く規則８６条施設  2 共同住宅を除く規則８６条施設 

周 知 

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

 
 

 
 

  

消費者が修理のために燃焼器を分解中、燃焼器から出⽕
した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスレンジの点⽕つまみが回りにくかったため、消費者
が末端ガス栓を閉⽌せずにつまみを分解したところ、他の
バーナーを使⽤していたため引⽕した。 

消費者から業務⽤ガスレンジから出⽕したとの通報が
あり出動し、当該燃焼器を使⽤禁⽌にした。また、消費者に⾃
分で器具の修理を⾏わないよう周知、説明を⾏った。 

病院厨房において燃焼器使⽤時の給排気不良によりＣ
Ｏ濃度が上昇した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院の厨房でガス臭がするとの通報で出動し、厨房内に
⼊ったところ⾷器洗浄機から⾚⽕燃焼特有の臭いがして
いた。ＣＯ濃度測定器で計測すると針が振れたので燃焼器を
消し、室内の換気をするため⾃らも⾷器洗浄機の近くの窓を
開け、ドアの近くまで戻ろうとしたところ急なめまいがして倒
れそうになった。動悸が激しくなり⽴っていることが困難に
なった。 

 

  

・専⾨業者に修理を依頼した。 
・消費者に対して器具の使⽤⽅法（⾃分で器具の修理を

⾏わないこと）及び危険性を説明した。 

給排気設備が不良のため改善するまで当該⾷器洗浄機
の使⽤を禁⽌した。また、業務⽤換気警報器を設置した。 

 

  

消費者にガス器具のねじを外したり、分解する必要が
ある場合は、販売事業者に連絡するよう周知することが
⼤切である。 

同⼀室内で使⽤する燃焼器の総消費量に⾒合う給排気
設備の設置状況を確認し、改善指⽰を⾏うことが⼤切で
ある。給排気不良は定期消費設備調査で⼗分確認できたは
ずである。 

 

 
 
 
 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 

  

 

 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

その他の燃焼器 その他の燃焼器 

緊急時連絡 緊急時対応 

  定期消費設備調査  

周 知 緊急時連絡 緊急時対応 

  定期消費設備調査  
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 3 ⼾別住宅    
発⽣箇所及び原因 

発⽣状況及び保安機関の対応 

販売事業者の対応 

当該事象に伴う措置･対応等 

 
 

 

ガスストーブの器具栓からのガス漏えい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

消費者からガスストーブを使⽤したところガス臭いとの
連絡で出動した。緊急出動してみると、古いガスストーブで器
具栓からの漏えいとゴム管のひび割れが発⾒された。直
ちに消費者に当該燃焼器の使⽤禁⽌を通知し、販売事業者
へ連絡した。 

 

・当該燃焼器の使⽤禁⽌を説明するとともに、安全装置付きの
燃焼器への買い替えを勧めた。 

・両端迅速継⼿付燃焼器⽤ホースを使⽤することを勧めた。 
 

ガスストーブ等、季節が限られている器具の調査は難しい部
分があるが、定期消費設備調査時にその種の器具があるか確
認することが必要である。また、周知を実施する際、不定期
に使⽤する燃焼器の安全装置付きの燃焼器への買い替え
及び器具の取扱いを説明する必要がある。 

 
 
 
 

 
 

 

■ 関連する保安業務区分 

 

 

 

その他の燃焼器 

周 知 緊急時連絡 緊急時対応 

  定期消費設備調査  
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 1 共同住宅     2 ⼾別住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

 
 

 
 

 

  

給湯器の排気筒部材に亜鉛メッキのスパイラル管を⻑期
間使⽤していたことにより、ピンホール状の腐⾷ができ、
排気漏れをしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期消費設備調査時に排気筒の状況確認を⾏ったところ、排
気筒の部材に腐⾷しやすいスパイラル管を使⽤しており、ピン
ホール状の腐⾷を発⾒した。念のためＣＯ濃度測定を⾏った
ところ、⾼い濃度のＣＯが認められたので、直ちに給湯器を
使⽤禁⽌とし、販売事業者に連絡した。 

排気筒の継⼿部分が破損し、その隙間に⿃の巣ができ
排気筒をふさいでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者から別荘のふろがまが異常⾳とともに、バーナー
部分から⽩煙が発⽣したとの連絡があり、直ちに出動した。調
査の結果、排気筒が⿃の巣でふさがっていたので、直ちにふ
ろがまを使⽤禁⽌とし、販売事業者に連絡した。 

 

  
不完全燃焼防⽌装置付きの給湯器への交換を勧め、交換

する排気筒についてはＳＵＳ304⼜は同等以上の材質の
排気筒でないと設置できないことを説明した。 

排気筒の継⼿部分を交換するとともに、⿃の巣等が作ら
れない排気筒への交換を勧めた。 

 

  

・燃焼器は不完全燃焼防⽌装置付きのものにする。 
・排気筒はＳＵＳ304⼜は同等以上の耐⾷性を有する

材質の排気筒に交換すること。 

・定期消費設備調査時には排気筒の材質、腐⾷状況及び排
気筒の接続部の外れ等に注意する必要がある。 

・特に不定期に利⽤する別荘等では定期消費設備調査時に、
排気筒のさび、破損、⿃の巣等に注意するよう周知する。 

・⽬視により確認できない場合にはスモークテストで確認
する。 

 

 
 
 
 

 
■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分  

 

 

 

 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

排気設備 排気設備 

周 知 緊急時連絡 緊急時対応 

  定期消費設備調査  

  定期消費設備調査  周 知 
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 3 共同住宅を除く規則８６条施設  4 ⼾別住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

 
 

 

  

換気扇の故障により、複数の⼤型の燃焼器を同時に使⽤
する際、換気不良となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売事業者から⾷器洗浄機の点⽕不良の修理と業務⽤
⼤型レンジ２台の調査の依頼があった。修理業者は点⽕の
確認をしたが、異常は認められなかったが、同時に⽕を使うと
頭痛がするとのことで事情を聞くと、換気扇が故障して動
かないとのことであった。ＣＯ中毒のおそれがあるので、修理
が終わるまで窓を開けて使⽤するように注意をして、レス
トランと販売事業者に内容を伝え改善の要請をした。 

給湯器の排気筒が積雪により破損していた。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

定期消費設備調査時に給湯器の排気筒が積雪の重みで
折損していた。給湯器を使⽤禁⽌とし、直ちに販売事業者に
連絡した。 

 

  
換気扇の修理を⾏った後、念のためＣＯ濃度測定を実施

した。また、業務⽤換気警報器を設置した。 

排気筒が必要ない屋外給湯器の設置を勧めた。 

 
 

  

燃焼器を使⽤するときは、換気扇が回っていること、窓が開
放されていることを確認して使⽤するなどの周知を⾏うこと。 

・排気筒の設置時及び定期消費設備調査時に雪害による
破損のおそれのないことの確認が必要である。 

・排気筒の破損のおそれがある場合は、消費者に改善を要
請することが必要である。 

 

 
 
 
 
 

 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 

  
 
 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

排気設備 排気設備 

  定期消費設備調査  周 知   定期消費設備調査  周 知 
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 4 共同住宅    
発⽣箇所及び原因 

発⽣状況及び保安機関の対応 

販売事業者の対応 

当該事象に伴う措置･対応等 

 
 

 

⾃動切替式調整器のガスの切り替わり時にガス臭がした。 

 

 

 

 

 

 

消費者より湯沸器使⽤時にガス臭いとの通報により出動。メ
ーターの表⽰の有無を確認後、⾃記圧⼒計により調査したが
異常は認められなかった。容器（50kg×4本）の残量を確認し
たところ、⽚側２本が軽く⾃動切替式調整器切替時のガス臭で
あると判断、帰社し、販売事業者に連絡した。 

 

消費者に対し、⾃動切替式調整器の切り替わり時のガス臭
の発⽣について周知した。度々発⽣するようであれば、⼊
⼝切替圧⼒を⾼めに設定したガス臭対応型の⾃動切替式調
整器に交換することとした。 

 

・保安業務と直接関係なくても販売事業者に措置の報告
を⾏うことが望ましい。 

・ガス臭いとの通報である以上、⾃記圧⼒計のみの点検で
終了させず、ガス検知器による調査も⾏う。 

・⾃動切替式調整器切替時のガス臭と判断しても念のため
ガス漏れがないか確認することが望ましい。 

 
 
 

 
 

■ 関連する保安業務区分 

 
 
 
 

その他 

緊急時連絡 緊急時対応 周 知 
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  参考 緊急時連絡・緊急時対応の流れ 

（1）緊急時連絡情報を受けた場合の対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2）緊急時対応の出動 

■ 出動判断基準（例） 
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● ①、②の電話による消費者及び第三者への指⽰ 助⾔にて、災害を防⽌できる場合は、⑤の販売事業者への情報連絡にて緊急時連絡業務
は完了します。 

● ③の緊急時対応保安機関への出動要請時には、電話及びFAX等を併⽤し緊急時対応保安機関が要請を間違いなく受信したことを
確認します。 

〈確認内容〉   ア. 緊急時対応保安機関受信者の⽒名 
イ. 要請した内容の確認（消費者⽒名 住所 災害状況 災害発⽣⽇時 拡⼤の恐れの状況 他への連絡の有無等） 

● 緊急時対応保安機関と連絡が不通の場合、緊急時対応保安機関より早く初期対応が可能である等、災害防⽌に有効と考えられる時
は、応急的に④、⑥に連絡し対処します。この場合は、緊急時対応保安機関以外の応急対応になります。 

（注）④、⑥は保安業務外の応急対応になります。 
● 緊急時対応保安機関に出動要請する必要はないが、販売事業者の改善措置が必要なもの及び緊急時連絡保安機関が⾏った連絡業

務の内容を、⑤販売事業者へ連絡します。 
 

 
■ 出動実施⽅法（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）⽇常業務時に発⾒した
ヒヤリハットとその対応 

①保安業務実施中におけるヒヤリハットと
その処置・改善 
容器交換時等供給設備点検、定期供給設備点検、
定期消費設備調査業務に携わっている間にその業務
の中で応急処置 改善箇所を発⾒、⼜は消費者から連
絡を受けた場合は、その保安業務の⼀環としてこれ
らの処置 改善を⾏う。 

②容器交換時等供給設備点検に含まれない箇所での
⽋陥の発⾒及び消費者からの情報 
容器交換時等供給設備点検に含まれない箇所（調整
器以降）の⽋陥の発⾒及び消費者からのガス臭い等
の連絡を受けた場合は、応急処置をする。 
ただし、販売事業者（保安機関）に連絡し、保安機関制
度に照らして緊急時連絡 対応を⾏う必要がある。また、
当該配送員（点検員）は⾃社の責任者への報告もして
おくこと。 

③検針員による⽋陥の発⾒及び消費者からの情報 
検針員は⼀般に販売事業者の従業員（パート含む）
であり、販売事業者（保安機関である販売事業者を含
む）の定めた保安業務マニュアル等で⾏動できるよ
うにしておく必要がある。 




